
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
三
号

車
道
及
び
側
帯
の
舗
装
の
構
造
の
基
準
に
関
す
る

省
令

道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
車
道
及
び
側
帯

の
舗
装
の
構
造
の
基
準
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
疲
労
破
壊
輪
数
　
舗
装
道
に
お
い
て
、
舗
装
路
面

に
四
十
九
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
輪
荷
重
を
繰
り
返
し

加
え
た
場
合
に
、
舗
装
に
ひ
び
割
れ
が
生
じ
る
ま
で

に
要
す
る
回
数
で
、
舗
装
を
構
成
す
る
層
の
数
並
び

に
各
層
の
厚
さ
及
び
材
質
（
以
下
「
舗
装
構
成
」
と

い
う
。
）
が
同
一
で
あ
る
区
間
ご
と
に
定
め
ら
れ
る

も
の
を
い
う
。

二
　
塑
性
変
形
輪
数
　
舗
装
道
に
お
い
て
、
舗
装
の
表

層
の
温
度
を
六
十
度
と
し
、
舗
装
路
面
に
四
十
九
キ

ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
輪
荷
重
を
繰
り
返
し
加
え
た
場
合

に
、
当
該
舗
装
路
面
が
下
方
に
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
変

位
す
る
ま
で
に
要
す
る
回
数
で
、
舗
装
の
表
層
の
厚

さ
及
び
材
質
が
同
一
で
あ
る
区
間
ご
と
に
定
め
ら
れ

る
も
の
を
い
う
。

三
　
平
た
ん
性
　
舗
装
道
の
車
道
（
二
以
上
の
車
線
を

有
す
る
道
路
に
あ
っ
て
は
、
各
車
線
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
車
道
の
中
心
線
か

ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
を
結
ぶ
、
中
心
線
に
平

行
す
る
二
本
の
線
の
い
ず
れ
か
一
方
の
線
（
道
路
構

造
令
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
凸
部
が
設

置
さ
れ
た
路
面
上
の
区
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

上
に
延
長
一
・
五
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
箇
所
以
上
の

割
合
で
選
定
さ
れ
た
任
意
の
地
点
に
つ
い
て
、
舗
装

路
面
と
想
定
平
た
ん
舗
装
路
面
（
路
面
を
平
た
ん
と

な
る
よ
う
補
正
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
舗
装
路
面

を
い
う
。
）
と
の
高
低
差
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り

得
ら
れ
る
、
当
該
高
低
差
の
そ
の
平
均
値
に
対
す
る

標
準
偏
差
で
、
舗
装
の
表
層
の
厚
さ
及
び
材
質
が
同

一
で
あ
る
区
間
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

四
　
浸
透
水
量
　
舗
装
道
に
お
い
て
、
直
径
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
円
形
の
舗
装
路
面
の
路
面
下
に
十
五

秒
間
に
浸
透
す
る
水
の
量
で
、
舗
装
の
表
層
の
厚
さ

及
び
材
質
が
同
一
で
あ
る
区
間
ご
と
に
定
め
ら
れ
る

も
の
を
い
う
。

五
　
舗
装
計
画
交
通
量
　
舗
装
の
設
計
の
基
礎
と
す
る

た
め
に
、
道
路
の
計
画
交
通
量
及
び
二
以
上
の
車
線

を
有
す
る
道
路
に
あ
っ
て
は
各
車
線
の
大
型
の
自
動

車
の
交
通
の
分
布
状
況
を
勘
案
し
て
定
め
る
大
型
の

自
動
車
の
一
車
線
あ
た
り
の
日
交
通
量
を
い
う
。

（
舗
装
）

第
二
条
　
車
道
及
び
側
帯
の
舗
装
は
、
次
条
か
ら
第
五
条

ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
も
の
と

す
る
。

２
　
車
道
及
び
側
帯
の
舗
装
は
、
自
動
車
の
安
全
か
つ
円

滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
雨
水
を
道
路
の
路
面
下

に
円
滑
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
必

要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
に
定
め
る
構
造
と

す
る
ほ
か
、
第
六
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造

と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
疲
労
破
壊
輪
数
）

第
三
条
　
疲
労
破
壊
輪
数
は
、
舗
装
計
画
交
通
量
に
応

じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と

す
る
。

舗
装
計
画
交
通
量
（
単
位
　

一
日
に
つ
き
台
）

疲
労
破
壊
輪
数
（
単
位
　

十
年
に
つ
き
回
）

三
、
〇
〇
〇
以
上

三
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇
以
上
三
、
〇
〇

〇
未
満

七
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

二
五
〇
以
上
一
、
〇
〇
〇
未

満

一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

一
〇
〇
以
上
二
五
〇
未
満

一
五
〇
、
〇
〇
〇

一
〇
〇
未
満

三
〇
、
〇
〇
〇

２
　
前
項
の
疲
労
破
壊
輪
数
の
測
定
は
、
実
地
に
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
と

舗
装
構
成
が
同
一
で
あ
る
舗
装
の
供
試
体
を
作
成
し
た

場
合
に
は
、
当
該
供
試
体
に
つ
い
て
測
定
す
る
こ
と
を

も
っ
て
、
実
地
に
行
う
測
定
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
当
該
舗
装
道
の
区
間
と
舗
装
構
成
が
同
一
で
あ
る
他

の
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
が
第
一
項
の
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
舗
装
道
の
区

間
の
舗
装
に
つ
い
て
も
同
項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

と
み
な
す
。

（
塑
性
変
形
輪
数
）

第
四
条
　
塑
性
変
形
輪
数
は
、
道
路
の
区
分
及
び
舗
装
計

画
交
通
量
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上

と
す
る
も
の
と
す
る
。

区
分

舗
装
計
画
交
通

量
（
単
位
　
一

日
に
つ
き
台
）

塑
性
変
形
輪
数

（
単
位
　
一
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
に
つ

き
回
）

第
一
種
、
第
二
種
、
第

三
種
第
一
級
及
び
第
二

級
並
び
に
第
四
種
第
一

級

三

、

〇

〇

〇

以
上

三
、
〇
〇
〇

三

、

〇

〇

〇

未
満

一
、
五
〇
〇

そ
の
他

五
〇
〇

２
　
前
項
の
塑
性
変
形
輪
数
の
測
定
は
、
実
地
に
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
と

表
層
の
厚
さ
及
び
材
質
が
同
一
で
あ
る
舗
装
の
供
試
体

を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
供
試
体
に
つ
い
て
測
定

す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
実
地
に
行
う
測
定
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
　
当
該
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
と
表
層
の
厚
さ
及
び
材

質
が
同
一
で
あ
る
他
の
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
が
第
一

項
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合

は
、
当
該
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
に
つ
い
て
も
同
項
の

基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
平
た
ん
性
）

第
五
条
　
平
た
ん
性
は
、
二
・
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
と

す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
平
た
ん
性
の
測
定
は
、
実
地
に
行
う
も
の
と

す
る
。

（
浸
透
水
量
）

第
六
条
　
浸
透
水
量
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

区
分

浸
透
水
量
（
単
位
　
十
五

秒
に
つ
き
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
）

第
一
種
、
第
二
種
、
第
三
種

第
一
級
及
び
第
二
級
並
び
に

第
四
種
第
一
級

一
、
〇
〇
〇

そ
の
他

三
〇
〇

２
　
前
項
の
浸
透
水
量
の
測
定
は
、
実
地
に
行
う
も
の
と

す
る
。附

　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

1


